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１ 研究の意義及び目的 

文部省の『図形の指導』に，「作図すること

によってその図形の概念は一層高められるこ

とになる。」（文部省，1983）と書かれている

ように，作図は，図形概念の理解をより深く

確かなものにしていく手段として有効である。

小学校段階において，作図を通して図形概念

の理解を深めることは，論証指導が中心とな

る中学校の図形指導へつなげていく上で重要

である。 

しかし現状では，作図において手順や方法

を手続的に理解している児童が多い。小学校

学習指導要領実施状況調査（2015）を見ると，

作図自体の正答率は高いのに対し，作図の目

的や理解についての正答率が低くなっている。

これは，作図が作業的な面を強く持ち，「なぜ

それで頂点が決まるのか」「どうしてその方法

で垂直二等分線や角の二等分線が引けるのか」

ということを理解していなくても，やり方だ

け覚えていれば作図できてしまうからである。 

前述したように，作図の手順・方法の理由

を考えることは，その図形の定義や性質とい

った本質的なものに触れることになる。しか

し現状の図形指導において，児童は，作図と

図形概念の関連を図れていないことが考えら

れる。 

そこで本研究では，拡大図・縮図の概念理

解と作図に焦点をあて，児童の実態を明らか

にする。小学校段階図形指導の最後として置

かれている，拡大図・縮図に焦点をあてるこ

とで，小学校全体における図形指導の実態を

明らかにできることが考えられる。さらに，

特に児童のつまずきや誤答の要因を探ること

によって，図形指導への示唆を得る。 

２ 研究の方法 

 図形における概念形成や作図における理解

がどのように行われるのか，児童の図形理解

における困難性にどんなものがあるのかを，

先行研究や国立教育政策研究所が行った調査

をもとに分析する。 

また，実習での授業実践を通して児童の記述

の経過を分析し，児童の実態を明らかにする。

授業実践の概要は次の通りである。 

実習校 ：山梨県内公立Ａ小学校 

 学年  ：第６学年 

 単元  ：拡大図・縮図（４/８時） 

授業実践：１０月下旬～１１月中旬 

（観察実習：５月下旬～１２月上旬） 

 拡大図・縮図の単元において前半４時間（全

８時間）の授業を行った。児童の実態の調査

として，教科書の問題を４問（Ⅰ～Ⅳ），それ

と関連させた全体の集約としての調査Ⅴを行

った。これらの記述の経過を分析する。 

 

３ 研究の内容 

(1)技能の習得が重視される作図指導の現状 

 平成 25 年度に行われた学習指導要領実施

状況調査の拡大図・縮図に関連した問題の結

果は図 1に示すとおりである。先に述べたよ

うに，技能ではそこまで課題は見られないが，

表 1に示す下２つの知識の問題や目的を問わ

れる問題では大きく正答率（44.7％，69.8％）

が下がっている。拡大図・縮図の作図指導は，

5 年生で学習した合同な図形の作図と関連さ

せて行われる。そこで 5年生の合同に関する

問題を見てみると，やはり同じように作図の

目的や理解についての正答率（37.2％，63.2％）

が低い。このことから作図指導は，技能の習



得に重点が置かれ，小学校での作図指導のね

らいの１つである，作図によって図形の定義

や性質をより深く理解させる指導ができてい

ないことが窺える。 

平成 19年度の全国学力・学習状況調査にお

ける平行四辺形の作図に関する問題の分析結

果では，「底辺と向かい合う辺について，平行

であることに着目できているが，長さが等し

いことに着目できていない」（国立教育政策研

究所，文部科学省，2008）と書かれている。

ここからも作図指導は定義や性質の理解を深

めるというよりも，技能の習得に重点が置か

れていることがわかる。 

これらの調査結果から，技術の習得や定義

の理解はできているが性質についての理解は

曖昧になってしまっているという児童の実態

が見えてくる。 

 

(2)図形指導の中の拡大図・縮図 

①拡大図・縮図の概念 

ａ.外延と内包 

 図形に限らず，概念にはその外延と内包と

呼ばれるものが考えられる。ある概念の外延

とはその概念に当てはまるものの範囲（集合）

のことを指し，内包とはその概念に当てはま

るものが共通にもっている属性（性質）のこ

とを指している。ある図形の概念を理解させ

るには，その図形の外延と内包をはっきりさ

せることが欠かせない。 

 拡大図・縮図における外延とは，あらゆる

図形の中から，もとの図形の拡大図や縮図を

選択できるということである。内包とはそれ

らに共通する性質であるから，対応する角の

大きさが等しいことや対応する辺の比が等し

いことがこれにあたる。 

ｂ.図形の基本的な概念 

図形の基本的な概念には，図形そのものを

扱う対象概念と図形と図形の間，図形に関す

る量の間の関係としての関係概念がある。拡

大図・縮図はこの関係概念にあたる。 

 

②概念が理解される過程 

 概念に関わる研究は，概念形成と概念達成

という 2つの立場から行われてきている。松

尾（2000）は，概念の理解はこれらの概念形

成と概念達成とを相互に行き来しながら，そ

の繰り返しの中で行われ，どちらか一方だけ

で十分ではないことを示している。 

概念形成とは，概念を理解する際，その概

念を示す多種多様なものに接しているうちに，

それに共通する性質を見つけ，それを有する

ものだけにその概念の名称を与えることであ

る。つまりは，外延から内包に向かう過程を

踏んで概念を理解することになる。 

一方，概念達成とは，先に概念の意味を知

り，その概念に当たるものを，当たらないも

のから区別するなかで概念を理解することで

ある。つまりは，内包を吟味し外延を形作る

学
年 

冊
子 

大
問 

出題のねらい 
通過
率
(％) 

6 A 8 
三角形の縮図を作図することがで
きる。 

84.8 

6 B 7 
長方形の拡大図を作図することが
できる。 

90.2 

6 C 7 
2 倍の拡大図の対応する辺につい
て理解している。 

91.7 

6 C 7 
2 倍の拡大図の対応する角につい
て理解している。 

95.2 

6 C 7 
三角形の拡大図を作図するために
必要な辺について理解している 

44.7 

6 C 7 
拡大図の作図の目的を考えてい
る。 

69.8 

学
年 

冊
子 

大
問 

出題のねらい 
通過
率
(％) 

5 B 10 
合同な三角形の対応する辺につい
て理解している 

95.3 

5 B 10 
合同な三角形の対応する角につい
て理解している 

94.8 

5 B 10 
合同な三角形を作図するために必
要な辺を見つけることができる。 

37.2 

5 B 10 
合同な三角形の作図の目的を考え
ることができる 

63.2 

5 C 10 
合同な三角形を作図することがで
きる 

85.7 

表１.H25学習指導要領実施状況調査（6年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
表２.H25学習指導要領実施状況調査（5年） 



過程のなかで概念を理解することになる。 

概念を理解する２つの側面として，これら

を丁寧に指導する必要がある。 

 

③作図の系統性における拡大図・縮図 

 作図とは，定規とコンパスだけを用いて図

をかくことであるが，小学校では方眼紙や分

度器を用いて図をかかせることを作図として

扱っている。 

作図のねらいは，先にふれたように，目的

の図形を正確にかくことに加え，図形の概念

の理解を深めたり，理解した図形の性質を活

用したりすることである。『算数教育指導用語

辞典』（2004）では，図形の概念の理解は，個々

の図形を決定する条件をとらえたり，図形の

包摂関係について理解したりすることが大事

であると書かれている。例えば，三角形の決

定条件とは１３つの辺の長さ，２２辺の長さ

とその間の角の大きさ，３１辺の長さとその

両端の角の大きさ，である。拡大図・縮図の

授業で行う三角形の作図も，これらの１～３

の３つの方法を用いて行う。包摂関係におい

ては，拡大図・縮図では合同が辺の長さの比

が１：１の特殊な場合として考えることがで

きる。 

小学校における作図指導の系統性は表３に

示す通りである。拡大図・縮図は 6年生で指

導している。方眼紙による作図活動は既に 1

年生のころから行われ，3 年生以降はコンパ

スや三角定規などの道具による作図指導が行

われている。道具による作図指導の中で特に

重要なのがコンパスの扱いである。なぜなら，

コンパスは円をかく道具として子どもたちに

親しまれるが，作図におけるコンパスの役割

は同じ長さを移せるところにあるからである。

この定着を図っていくことが大切であろう。 

 

(3)拡大図・縮図における児童の実態 

授業実践で行った授業内容と調査問題は以

下のとおりである。授業内容は，教科書の展

開を参考にしている。また調査Ⅰ～Ⅳは，教

科書の問題を参考にプリントで出題した。調

査Ⅴは，ほかの調査と関連させた形で全体を

集約した問題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.授業と調査の流れ 

 

①相似概念の理解（調査Ⅰと調査Ⅴ） 

 調査Ⅰは，図 1 に示したように教科書

p.99△2を参考に出題した。児童がどのように

問題を解決したのか，その思考過程や解決の

学年 学習内容（作図） 

１ 方眼紙やドット図を用いて三角形・四角形をかく 

2点を結ぶ直線をかく 

２ 方眼紙を用いて正方形，長方形，直角三角形をか

く 

直方体，立方体の面の形を写し取る 

３ 二等辺三角形，正三角形を定規やコンパスを用い

てかく 

コンパスで円をかいたり長さを移したりする 

４ 三角定規を用いて垂直や平行な線をかく 

台形，平行四辺形ひし形を三角定規を用いてかく 

直方体や立方体の見取り図や展開図をかく 

５ 合同な三角形や四角形をコンパスや定規，分度器

を用いてかく 

正多角形を円の性質を用いてかく 

円柱や角柱の見取り図や展開図をかく 

６ 縮図，拡大図を方眼紙を利用したり，コンパスや

定規，分度器を用いたりして相似の位置にかく 

点対称や線対称の図形をかく 図２.調査Ⅰ（方眼は 1マス５mm） 

10/19 １導入 
10/26 ２拡大図・縮図の理解

を深める 
 
11/2  ３作図（合同と関連） 
11/12 ４作図（1つの点を中

心にした作図） 

調査Ⅰ 

教科書 p.99△2  

調査Ⅱ 

教科書 p.98△1  

調査Ⅲ 

教科書 p.99△3  調査Ⅳ 

調査Ⅴ 
表３.平成 20年学習指導要領 

 



手だてを知るために理由の記述をさせた。（図

２）これに関連して出題したのが調査Ⅴの問

２である。（図３）これらの解答を比較しなが

ら，児童の実態を分析する。 

ａ.比を用いて解決を図る児童 

 辺の比を用いて拡大図であることを説明し

ている児童は 3人（児童Ａ，児童Ｂ，児童Ｃ）

であった。色を使って対応する辺同士を明確

にし，それぞれの比が違うことを説明してい

る。このうちの児童Ａと児童Ｂは調査Ⅴでも

比を用いて説明できているが，児童Ｃは「倍」

という表現に変わっている。作図の授業では，

具体的に 2 倍，3 倍という表現を用いていた

ため，それに影響されたと考えられる。 

ｂ.辺の和の比で解決を図る児童 

正答はできているものの，性質の理解がさ

れていない児童として図４の記述があった。

この児童Ｄはすべての辺が同じように 2倍さ

れることは理解できているが，その結果すべ

ての辺の総和が 2倍されていれば拡大図と言

えると理解している。この児童には，辺の総

和が 2倍でもそれぞれの辺が 2倍になってい

ない反例を示した。その結果，調査Ⅴではそ

れぞれの辺の長さを比較して説明することが

できている。 

 

ｃ.関係概念を理解していない児童 

正答できなかった児童の中で，概念の理解

がされていない児童として図５の記述があっ

た。この児童Ｅは「縦と横の長さが 2倍」と

いうことを，同じ四角形の中で見ている。拡

大図・縮図が関係概念であることが理解され

ていない。しかし調査Ⅴでは，２つの図形の

縦横を比較することができている。 

ｄ.性質の理解の曖昧さ 

全体を通して課題として見られたことが 2

つある。1 つ目は拡大図の性質として「もと

の図を 2倍した図」という理解がなされてい

ることである。調査Ⅰにおける児童の記述を

見てみると，ほとんどの児童が「2 倍されて

いないから」を理由としている（9/25 人）。

しかし，この問題では「2 倍の拡大図といえ

ますか。」ときいているわけではないため，こ

の理由では不十分である。2 つ目は「角の大

きさが等しく，辺の比が等しい」という，角

と辺の両方に着目して拡大図になる理解が曖

昧なことである。調査Ⅰの図形が長方形なの

で，角の大きさは直角で等しくなることは自

明であるため，角について記述していない児

童が多くみられた（16/25人）。これは調査Ⅴ

になるとさらに人数が多くなっている（19/25

人）。作図の授業を終えて人数が増加している

ことから，作図指導における性質の理解を深

めるというねらいが達成されていないことが

窺える。 

 

②三角形の相似概念（調査Ⅱと調査Ⅴ） 

 調査Ⅱは，図 1 で示したように教科書

p.98△1を出題した（図６）。調査Ⅰと同様， 

理由の記述も求めている。これに関連して出

題したのが，調査Ⅴの問３である。（図７）調

査Ⅴは，調査

Ⅱでの児童の

記述により選

択肢を変更し

ている。それ

は次の点であ

る。 

図３.調査Ⅴ問２ 

図４.児童Ｄの記述 

図５.児童Ｅの記述 



調査Ⅱにおいて，三角形の底辺と高さに着目

する児童が多かった。そこで調査Ⅴでは，底

辺と高さはもとの図の 2倍になっているが頂

点の位置をずらした図形○セを選択肢に加えた。

そうすることで，拡大図・縮図の定義である

辺の長さや角の大きさに着目できる児童の実

態を明らかにしようとした。また，調査Ⅱで

縮図を選択した理由に「小さいから」という

記述がみられたことから，調査Ⅴではもとの

図よりも小さい図形○シ○タの 2つにした。正確

に調べることができるのかを明らかにしよう

とした。 

ａ.図形を調べるときの児童の着眼点 

 調査Ⅱにおいて，正答しているのはわずか

3/25人である。このうち 2人は調査Ⅰで比を

用いて説明していた前出の児童Ａと児童Ｃ

（以後同じアルファベットは同じ児童を示す）

である。もう 1 人の児童Ｆは，2 倍と 1.5 倍

で倍の仕方が違うという説明をしている。 

 児童Ｃは，授業の中で「同じ形で大きくし

た図」を調べるとき，高さに着目していた。

（図８）これが調査Ⅱでも活かされている。

しかし，拡大図・縮図は高さではなく辺の長

さや角の

大きさに

着目しな

くてはい

けない。

児童Ｃの

調査Ⅴの

結果を見ると，一度○セに丸を付けてはいるが，

そのあと角度を測ることで違うことに気づけ

ている。 

 調査Ⅴ問 3で一度○セを選択して消した形跡

がある児童は 6/25人である。この児童のうち

4 人は底辺，高さと調べた後，角度を調べる

ことで○セが違うことに気づいている。もう 1

人は底辺を調べた後，斜辺を調べることで気

づいている。このことから，図形を調べる際

児童にとって親しみやすいのは角度であるこ

とがわかる。拡大図・縮図の定義から考えれ

ば，角度は同じであればいいが，辺の長さは

すべて同じ比で表せるあるいは同じように倍

になっているかを確かめなければいけない。

その点で，角度の方がやりやすいからだろう。

辺の長さを調べた児童も辺の長さを調べたと

いうよりは，辺が方眼をどのように通過して

いるかに着目している。 

ｂ.図形の性質に関する児童の実態 

 調査Ⅱにおいて，1.5 倍の拡大図を選択で

きた児童は，3/25人である。正答できなかっ

た児童の中に 1.5倍の拡大図を選択できた児

童がいなかったのである。これは，調査Ⅰの

分析でも述べたように，拡大図の性質として

「もとの図を 2倍した図」あるいは縮図の性

質として「もとの図 1/2倍した図」という理

解が児童の中に定着していると考えられる。 

調査Ⅴ問３で○セを選択している児童は

6/25人である。このことから，三角形を調べ

るとき底辺と高さを調べる児童が多いことが

わかる。○セが違うことに気づいた児童も最初

は底辺と高さを調べている。○ソが２倍の拡大

図でなければ角度まで比較しなかった可能性

図６.調査Ⅱ 

図７.調査Ⅴ問３ 

図８.児童Ｃの記述 



もある。また調査Ⅱ，調査Ⅴ問３ともに底辺

しか調べていない児童も見受けられた。方眼

紙上にかかれたななめの線に児童の困難性が

あると考えられる。 

 

③作図指導による変容（調査Ⅲと調査Ⅴ） 

調査Ⅲは，図 1 で示したように教科書

p.99△3を出題した。これは方眼紙上に平行四

辺形の２倍３倍の拡大図，1/2 倍の縮図を作

図する問題である。これに関連した調査Ⅴの

問題は問４で，方眼紙上に与えられた三角形

の２倍の拡大図を作図する問題である。 

ａ. 理解が曖昧になった児童 

 児童Ａ，Ｂ，Ｃのうち，児童Ｂは３倍の作

図ができていなかった。図９を見ると，児童

Ｂは作図するにあたりもとの図の∠Ｂと∠Ｃ

を調べている。そのため拡大図・縮図におけ

る角は等しいという性質を用いることができ

ている。しかし斜辺の長さを正しく３倍でき

ていない。これまでは提示された図形を調べ，

性質との相違を考える問題であったが，作図

になると性質に当てはまる図形を作り出さな

ければいけない。児童Ｂは２倍の拡大図も何

度も線を消した形跡があることから，そこに

難しさがあったと考えられる。児童Ｂの調査

Ⅴ問４を見ると，２つの辺とその間の角をも

ちいて作図を試みている。しかし，角度が間

違っているため作図できていない。調査Ⅲと

逆転して，今度は角の大きさが疎かになり，

辺の２倍はコンパスの長さを移しとる方法で

できている。作図の授業を終えて，技術が身

に付き，性質の理解が疎かになってしまって

いることが窺える。 

ｂ.理解が深まった児童  

 児童Ｇは，調査Ⅲで２倍，３倍の拡大図が

作図できていない（図 10）。児童Ｂ同様斜辺

がかけていないが，児童Ｇは角度をそろえる

こともしていない。横の辺と縦が２倍，３倍

されていることから，辺ではなく縦横が同じ

ように倍されると理解している可能性がある。

また，角の大き

さが等しくなる

ことも使えてい

ない。しかし，

この児童の調査

Ⅴ問４を見ると

（図 11），辺が

２倍されること，角度が変わらないことがき

ちんと理解されていることが窺える。作図の

授業を終えて，拡大図・縮図の概念の理解が

深まったと考えられる。 

 

④相似の位置にある作図(調査Ⅳと調査Ⅴ) 

 調査Ⅳは，１つの点を中心とした五角形の

２倍の拡大図の問題である。ここでは図形の

対角線の延長線を用いることで，三角形の１

つの点を中心とした作図を利用することがで

きる。これに関連して出題したのが，調査Ⅴ

の問５である。 

ａ.定義に沿った作図をする児童 

 児童Ｈは，調査Ⅳ，調査Ⅴ問５ともに定義

に沿った作図を試みている。図 12は児童Ｈの

調査Ⅳの記述

であるが，辺

CD を延長し

た後∠Ｄを測

って辺 DE を

２倍し，∠Ｅ

を測って辺

図９.もとの図（左）児童Ｂの記述（右） 

図 10.児童Ｇの記述 

図 12.児童Ｈの記述 

図 11.児童Ｇの記述 



AE を２倍する作図方法を行っている。拡大

図・縮図の性質をよく理解していることがわ

かる。 

ｂ.対角線を引く意図の理解 

 調査で対角線を引けない児童が 8/25人，調

査Ⅴで対角線が引けなかった児童は 10/25人

である。この理由として対角線を引く意味を

児童が理解できていないことが挙げられる。

先に述べたように，対角線を引くことで三角

形の１つの点を中心にした作図を利用できる

が，それを児童が理解できていなかった。な

ぜなら学習感想ではコンパスで長さを移しと

る作図方法について書いてあるものが多かっ

たからである。また授業を終えて，時間がた

ってから行った調査Ⅴで対角線が引けない児

童が増えていることからも同じことが言える

だろう。 

ｃ.作図の正確さに関する実態 

 児童の記述を見ていると，正確に作図する

という作図のねらいが疎かになっている実態

が明らかになった。児童Ｉのように印からず 

れたところに頂点がある児童が多く見られた。

コンパスがうまく使えたとしても，印からず

れたところに線を結んでも意味がない。正確

な作図を意識させる必要があるだろう。 

 

 

(4)指導への示唆 

①概念の理解について 

 拡大図・縮図のような関係概念を扱う場合，

何を比較しているのかを，色などを使い明確

に示していく必要があるだろう。そうするこ

とで２つの図形の関係について調べているこ

とや，辺や角，長さや角度など比較している

ものが明確に理解されやすい。 

しかし，概念が理解されたとしても，児童

はそれを自分なりに解釈していることもある。

それを教科書の問題や宿題などを利用して明

らかにすることが必要である。その際，ただ

単に問題を解かせるのではなく，児童の思考

過程がわかるように，理由や根拠の記述を求

めることが大切である。そして必要に応じ，

反例などを示していくことが大事である。 

三角形について拡大図であるか調べるとき

は，高さではなく角度や辺の長さについて調

べるよう指導する必要があるだろう。三角形

に限らず，特に方眼紙上にかかれた図形を調

べるときに気をつける必要がある。児童が角

度や辺を調べる必要性を感じられるように，

p.98△1にある選択肢だけでなく，高さも底辺

も等しいが拡大図ではない図などを扱う必要

がある。そのためには２等辺三角形ではなく，

一般的な三角形を用いる必要がある。 

 

②作図指導について 

 作図指導では正確さをまず指導することが

重要である。今回方眼紙上の作図では定規を

使わず直線を引く児童も見受けられた。印と

印を結ぶことや，コンパスで付けた印は消さ

ないでおくことを意識させ，正確に作図でき

たか確認することが大切である。 

 今回の相似の位置にある作図では，単に対

角線を引けば作図できるという解釈で終わら

せない必要がある。対角線を引く理由を児童

に理解させることで，三角形の作図を利用で

きることを理解させ，中学校の相似へつなげ

ていきたい。拡大図・縮図に限らず作図指導

では，こういった作図の手順・方法からその

図形が作図できる理由を考えさせることが大

切である。正しくかけていない児童には「な

ぜそれではだめなのか」と言うことを考えさ

図 13.児童Ｉの記述 



せ，図形の定義や性質に立ち返らせる。そう

することで図形概念の理解を深めていくこと

ができる。 

 

４ 成果と今後の課題 

 今回，拡大図・縮図に焦点をあて，その概

念形成と作図における児童のつまずきや誤答

の要因を探ることを行った。その結果，児童

の実態，指導上の課題として次のことが明ら

かになった。 

ⅰ）関係概念としての相似の理解は，合同の

理解よりも難しい。 

ⅱ）問題を正答できても，概念を正しく理解

できているとは限らない（概念を自分な

りに解釈してしまう）。 

ⅲ）辺の長さが同じように倍されていればい

いことや角の大きさが等しいことを理解

できていても，方眼紙上の図形を調べる

ときに辺の長さ，あるいは水平方向垂直

方向にしか目を向けられない。 

ⅳ）定義や性質を用いて作図ができない技術

の習得や道具の利便性にばかり気をとら

れてしまう。 

Ⅴ）作図指導のねらいのひとつである，正確

さが疎かになっている。 

これらを踏まえ，指導の示唆として次のこ

とを提案した。 

ａ）拡大図・縮図のような関係概念を扱う場

合，比較対象を，色などを用いて明確に

示す。 

ｂ）教科書などの練習問題において，理由や

根拠まで記述させながらその児童の理解

の実態をみとる（必要に応じ反例を示す）。 

ｃ）三角形に限らず，方眼紙上にかかれた図

形を扱う際は，水平垂直方向に目を向け

るのではなく，その図形の定義や性質に

目を向けるよう指導する。 

ｄ）作図において，その手順や方法からどう

してその図形が作図できるのかを考えさ

せ，定義や性質に立ち返るようにする。 

ｅ）作図において，印と印を結ぶことや線を

残しておくことを意識させ，正確にかけ

ているかを確認する。 

 今後は，これら指導への示唆を授業として

どのように展開することができるのかを考え

ていきたい。また拡大図・縮図に限らず有効

であるのかを，関連のある 5学年の合同の単

元や他学年の図形指導の中で実践していきた

い。 
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